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平成２８年第１回天草市議会（定例会）議案 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

報告第１号 専決処分事項の報告について 
平成２８年 

２月２２日 

議第１号 

天草市議会議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〃   

議第２号 

天草市議会議員に対する議員報酬及び

費用弁償等に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について 

〃   

議第３号 
天草市職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第４号 
天草市職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第５号 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

〃   

議第６号 

天草市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

〃   

議第７号 
天草市職員の退職管理に関する条例の

制定について 
〃   

議第８号 
天草市表彰条例を廃止する条例の制定

について 
〃   

議第９号 
天草市運動広場条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１０号 
天草市武道場条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１１号 
天草市消費生活センターの組織及び

運営等に関する条例の制定について 
〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１２号 

天草市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例及び天草市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

平成２８年 

２月２２日 

議第１３号 
天草市税条例の一部を改正する条例の

制定について 
〃   

議第１４号 
天草市多目的集会所条例の一部を改正

する条例の制定について 
〃   

議第１５号 

天草市民センター条例及び天草市牛深

総合センター条例の一部を改正する

条例の制定について 

〃   

議第１６号 
天草市﨑津集落ガイダンスセンター

条例の制定について 
〃   

議第１７号 
天草市建築審査会条例の一部を改正

する条例の制定について 
〃   

議第１８号 
天草市手数料条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１９号 
天草市立小・中学校設置条例の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第２０号 
天草市奨学生選考委員会条例の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第２１号 
天草市教育振興審議会条例の制定に

ついて 
〃   

議第２２号 
天草市町民センター条例の一部を改正

する条例の制定について 
〃   

議第２３号 
天草市ふれあいセンター条例の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第２４号 
天草市下水道条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第２５号 
第２次天草市総合計画基本構想及び

前期基本計画の変更について 

平成２８年 

２月２２日 

議第２６号 
天草市過疎地域自立促進計画（平成２８

年度～３２年度）の策定について 
〃   

議第２７号 

指定管理者の指定について（志柿地区

コミュニティセンター及び志柿町瀬戸

地区コミュニティセンター） 

〃   

議第２８号 
指定管理者の指定について（牛深地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第２９号 
指定管理者の指定について（嵐口地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第３０号 
指定管理者の指定について（小宮地地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第３１号 
指定管理者の指定について（鬼池地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第３２号 
指定管理者の指定について（二江地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第３３号 
指定管理者の指定について（新合地区

コミュニティセンター） 
〃   

議第３４号 
指定管理者の指定について（新和

農畜産物処理加工施設） 
〃   

議第３５号 
指定管理者の指定について（五和

農畜産物処理加工施設） 
〃   

議第３６号 
指定管理者の指定について（福連木

まごころ市場） 
〃   

議第３７号 
指定管理者の指定について（しんわ

夕やけ市場） 
〃   

議第３８号 
指定管理者の指定について（とどろき

万太郎村） 
〃   

議第３９号 
指定管理者の指定について（福連木

かしの木館） 
〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第４０号 
指定管理者の指定について（西平椿公園

カメリアハウス） 

平成２８年 

２月２２日 

議第４１号 
指定管理者の指定について（藍の岬

キャンプ村） 
〃   

議第４２号 
指定管理者の指定について（下田温泉

センター） 
〃   

議第４３号 
指定管理者の指定について（大江特産品

加工場） 
〃   

議第４４号 指定管理者の指定について（市営住宅） 〃   

議第４５号 
平成２７年度天草市一般会計補正予算

（第７号） 
〃   

議第４６号 
平成２７年度天草市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号） 
〃   

議第４７号 
平成２７年度天草市介護保険特別会計

補正予算（第４号） 
〃   

議第４８号 
平成２７年度天草市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第４９号 
平成２７年度天草市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第５０号 
平成２７年度天草市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）
〃   

議第５１号 
平成２７年度天草市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第５２号 
平成２７年度天草市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第５３号 
平成２７年度天草市浄化槽市町村整備

推進事業特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第５４号 
平成２７年度天草市簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号） 
〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第５５号 
平成２７年度天草市国民健康保険診療

施設特別会計補正予算（第２号） 

平成２８年 

２月２２日 

議第５６号 
平成２７年度天草市歯科診療所特別

会計補正予算（第２号） 
〃   

議第５７号 
平成２７年度天草市病院事業会計補正

予算（第２号） 
〃   

議第５８号 
平成２７年度天草市水道事業会計補正

予算（第２号） 
〃   

議第５９号 平成２８年度天草市一般会計予算 〃   

議第６０号 
平成２８年度天草市国民健康保険特別

会計予算 
〃   

議第６１号 
平成２８年度天草市介護保険特別会計

予算 
〃   

議第６２号 
平成２８年度天草市後期高齢者医療

特別会計予算 
〃   

議第６３号 
平成２８年度天草市浄化槽市町村整備

推進事業特別会計予算 
〃   

議第６４号 
平成２８年度天草市簡易水道事業特別

会計予算 
〃   

議第６５号 
平成２８年度天草市国民健康保険診療

施設特別会計予算 
〃   

議第６６号 
平成２８年度天草市歯科診療所特別

会計予算 
〃   

議第６７号 
平成２８年度天草市斎場事業特別会計

予算 
〃   

議第６８号 
平成２８年度天草市一町田財産区特別

会計予算 
〃   

議第６９号 
平成２８年度天草市新合財産区特別

会計予算 
〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第７０号 平成２８年度天草市病院事業会計予算 
平成２８年 

２月２２日 

議第７１号 平成２８年度天草市水道事業会計予算 〃   

議第７２号 
平成２８年度天草市下水道事業会計予

算 
〃   



報告第１号 

   専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 事故発生日時 平成２８年１月１４日（木曜日） 

午後１時４５分頃 

２ 事故発生場所 天草市小松原町（小野川ビル交差点） 

３ 和解の相手方 天草市在住者（男性、７９歳、車両保有者） 

４ 事故の概要  上記日時において、本市職員が運転する公用車が、信号を誤認し、赤信号

で発進してしまった為、走行中の相手方車両と接触し、双方車両に損害を

与えた。 

５ 損害賠償の額 １０４，４３５円（相手方車両分） 

６ 和解事項   当事者双方は、今後本件の車両についての損害に関して、裁判上又は裁判 

        外において一切の異議及び請求の申立てをしないこと。 
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議第１号 

   天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例 

 天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成１８年天草市条例

第３７号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条第１項の表及び同条第２項の表中「０．８６」を「０．８８」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例附則第５条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及

び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金につ

いて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前

に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

 地方公務員災害補償法施行令（昭和４２年政令第２７４号）の改正に伴い、条例を改正する

必要がある。 
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これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２号 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年天草市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

第２条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「１００分の１４７．５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１６

７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 （天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１８年天草市条例第４３号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

第４条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１４７．５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１６

７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 （天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年天草市条例第８７号

）の一部を次のように改正する。 
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  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

第６条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１４７．５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１６

７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、平成

２８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条

例第５条第２項の規定、第３条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条

例第５条第２項の規定及び第５条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例第５条第２項の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市

長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の

規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は

、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。 

 第１条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する

条例 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 第３条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市

長等の給与及び旅費に関する条例 

 第５条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 改正

後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

 （提案理由） 

 期末手当の支給月数を改めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４

項及び第２０４条第３項の規定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第４号 

   天草市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 天草市職員の退職手当に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号）の一部を次のように

改正する。 

第７条の４第１項第１号中「４１，７００円」を「５４，１５０円」に改め、同項第２号中

「３３，３５０円」を「４３，３５０円」に改め、同項第３号中「２５，０００円」を「３２，

５００円」に改め、同項第４号中「２０，８５０円」を「２７，１００円」に改め、同項第５

号中「１６，７００円」を「２１，７００円」に改め、第７条の４第４項第１号を削り、同項

第２号中「前号」を「第１項」に改め、同号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、

同項第４号中「第１号」を「第１項」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４

号とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

 国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告を参考に職員の給与を改定するため、条例を改正す

る必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。 

- 46 -



議第５号 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年天草市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第２項中「額（」の次に「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１７条の規

定に基づき任用される一般職の非常勤職員及び次に掲げる者以外の者の」を、同項に次の各号

を加える。 

 移住・定住コーディネーター 

 就労支援員 

 家庭児童相談員 

 女性相談員 

 消費生活相談員 

 地域連携推進員 

 水産振興アドバイザー 

 教育指導アドバイザー 

 中央図書館長 

 社会教育指導員 

 天草市勤労青少年ホーム指導員 

 御所浦白亜紀資料館長 

 国民健康保険税等納税相談員 
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 外国語指導助手 

別表統計調査員の項の次に次のように加える。 

移住・定住コーディネーター 月額 １３２，２００ 

別表レセプト点検業務嘱託員の項中「１０３，８００」を「１０８，２００」に改め、同表

予防接種嘱託医の項の次に次のように加える。 

管理栄養士嘱託員 月額 １３２，２００ 

別表栄養士嘱託員の項及び歯科衛生士嘱託員の項中「１１１，０００」を「１１７，７０

０」に改め、同表歯科衛生士嘱託員の項の次に次のように加える。 

保健師嘱託員 月額 １３２，２００ 

別表看護師嘱託員の項及び運動指導嘱託員の項中「１１１，０００」を「１１７，７００」

に改める。 

別表介護保険要介護認定訪問調査員の項中「１３３，７００」を「１３９，１００」に改め、

同表介護予防支援員の項を削る。 

別表就労支援員の項、家庭児童相談員の項及び女性相談員の項中「１０３，８００」を「１

０８，２００」に改める。 

別表児童厚生員の項、子育てアドバイザーの項及び放課後児童支援員の項中「１１１，００

０」を「１１７，７００」に改める。 

別表消費生活相談員の部中「独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員

の資格、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格又は一般財団法人

日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格（以下これらを「資格」という。）

を有する者」を「消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１０条の３第１項に規定する消

費生活相談員資格試験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の

法律（平成２６年法律第７１号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。

以下「有資格者」という。）」に、「資格を有しない者」を「有資格者以外で有資格者と同等

以上の知識及び能力を有すると特に市長が認めた者」に、「１０３，８００」を「１０８，２

００」に改め、同表事務補助嘱託員の項中「１０３，８００」を「１０８，２００」に、「８

２６」を「８６１」に改める。 

別表診療所の部中「１０３，８００」を「１０８，２００」に改め、同表学校主事嘱託員の

項中「１０３，８００」を「１０８，２００」に改める。 

別表子どもと親の相談員の項及び幼稚園長の項を削る。 
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別表教育指導アドバイザーの項及び社会教育指導員の項中「１０３，８００」を「１０８，

２００」に改める。 

別表学校給食受入れ業務嘱託員の項中「８２６」を「８６１」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 報酬の額を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第４項の規

定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６号 

   天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年天草市条例第２９号

）の一部を次のように改正する。 

 第３条中第５号を第１１号とし、同号の前に次の４号を加える。 

 職員の服務の状況 

 職員の退職管理の状況 

 職員の研修の状況 

 職員の福祉及び利益の保護の状況 

  第３条中第４号を第６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 職員の休業に関する状況 

  第３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 職員の人事評価の状況 

（天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年天草市条例第３５条）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

 （天草市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市職員の給与に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号）の一部を次のよう
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に改正する。 

 第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

第５条第３項中「同日前」の次に「において規則で定める日以前」を加え、同項に後段と

して次のように加える。 

この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第２９

条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に

該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。 

第２７条第１項中「に対し、」の次に「その者の基準日以前における直近の人事評価の結

果及び」を加え、「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改める。 

別表第３ 級別職務分類表（行政職給料表）の表４級の項第１号中「課（室・局・事務）

長」の次に「及び審議員」を、同項第３号中「係長」の次に「及び参事」を加え、同表５級

の項第１号中「課（室・局・事務）長」の次に「及び審議員」を加え、同項第２号中「前

号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 高度な知識経験を必要とする業務を行う課（室・局・事務）長補佐の職務 

別表第３ 級別職務分類表（行政職給料表）の表６級の項第２号中「課（室・局・事務）

長」の次に「及び審議員」を加え、同表７級の項第１号中「部長」の次に「、首席審議員及

び支所長」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 第１条の規定による改正後の天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条

の規定は、平成２８年度以降の年度における人事行政の運営等の状況に関し行う報告から

適用する。 

（提案理由） 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３４号）の

施行に伴い、条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第７号 

   天草市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 天草市職員の退職管理に関する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市職員の退職管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３

８条の６第２項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （任命権者への届出） 

第２条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であっ

た者（退職手当通算予定職員（法第３８条の２第３項に規定する退職手当通算予定職員をい

う。）であった者であって引き続いて退職手当通算法人（同条第２項に規定する退職手当通

算法人をいう。）の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等

に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第２項に規定する退職派遣者を除く。）

は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合

に限る。）又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他

規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相

当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。 

 附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３４号）の

施行に伴い、条例を制定する必要がある。  
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これが、この条例を提出する理由である。 
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議第８号 

   天草市表彰条例を廃止する条例の制定について 

 天草市表彰条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市表彰条例を廃止する条例 

天草市表彰条例（平成１８年天草市条例第２８９号）は廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

天草市表彰条例を廃止するため、条例を制定する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第９号 

   天草市運動広場条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市運動広場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市運動広場条例の一部を改正する条例 

天草市運動広場条例（平成１８年天草市条例第１０４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１天草市本渡東運動広場の項及び天草市御所浦テニスコート場の項を削る。 

別表第３天草市御所浦テニスコート場夜間照明施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

本渡東運動広場及び御所浦テニスコート場を廃止するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０号 

   天草市武道場条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市武道場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市武道場条例の一部を改正する条例 

天草市武道場条例（平成１８年天草市条例第１０６号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表天草市新和弓道場の項を削る。 

別表第１及び別表第２中「天草市新和弓道場」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

新和弓道場を廃止するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１号 

   天草市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について 

 天草市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」という。）第１０

条第２項の機関として天草市消費生活センター（以下「消費生活センター」という。）を設

置するとともに、法第１０条の２第１項の規定に基づき組織及び運営並びに情報の安全管理

に関する事項について定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

天草市消費生活センター 天草市中央新町１５番７号 

 （業務） 

第３条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 

 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを

行うこと。 

 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。 

 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 

 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。 

 前各号に附帯する事務を行うこと。 

（休所日） 

第４条 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認め
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るときは、これを変更することができる。 

 日曜日及び土曜日 

 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 （開所時間） 

第５条 消費生活センターの開所時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、市長は、

必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。 

 （組織） 

第６条 消費生活センターに、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消

費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くことができる。 

 （消費生活相談員の配置） 

第７条 消費生活センターに、法第１０条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に合

格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成２６年法律第

７１号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。）又はそれと同等以上

の知識及び能力を有すると特に市長が認めた者を消費生活相談員として置く。 

 （消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第８条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得している

ことに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再任用する

ことができる。 

 （消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修） 

第９条 市長は、消費生活センターにおいて法第８条第２項各号に掲げる事務に従事する職員

に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

 （情報の安全管理） 

第１０条 消費生活センターは、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により得られた情報

の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずる

ものとする。 

 （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の公布に伴い、条例を制定する

必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１２号 

   天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

及び天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び

天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

及び天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 （天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年天草市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

目次を次のように改める。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等（第４条・第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条―第４２条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準の特例（第４３条・第４４条） 
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第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等（第４５条・第４６条） 

第２節 人員に関する基準（第４７条・第４８条） 

第３節 設備に関する基準（第４９条） 

第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条） 

第４章 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針（第６０条） 

第２節 人員に関する基準（第６１条・第６２条） 

第３節 設備に関する基準（第６３条） 

第４節 運営に関する基準（第６４条―第７８条） 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この款の趣旨及び基本方針（第７９条・第８０条） 

第２款 人員に関する基準（第８１条・第８２条） 

第３款 設備に関する基準（第８３条・第８４条） 

第４款 運営に関する基準（第８５条―第９６条） 

第５章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第９７条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護（第

９８条―第１００条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第１０１条―第１０３条） 

第３節 運営に関する基準（第１０４条―第１０９条） 

第６章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第１１０条） 

第２節 人員に関する基準（第１１１条―第１１３条） 

第３節 設備に関する基準（第１１４条・第１１５条） 

第４節 運営に関する基準（第１１６条―第１３６条） 

第７章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第１３７条） 

第２節 人員に関する基準（第１３８条―第１４０条） 
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第３節 設備に関する基準（第１４１条） 

第４節 運営に関する基準（第１４２条―第１５６条） 

第８章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第１５７条） 

第２節 人員に関する基準（第１５８条・第１５９条） 

第３節 設備に関する基準（第１６０条） 

第４節 運営に関する基準（第１６１条―第１７６条） 

第９章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針（第１７７条） 

第２節 人員に関する基準（第１７８条） 

第３節 設備に関する基準（第１７９条） 

第４節 運営に関する基準（第１８０条―第２０４条） 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に

関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０５条・第２０６条） 

第２款 設備に関する基準（第２０７条） 

第３款 運営に関する基準（第２０８条―第２１６条） 

第１０章 看護小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第２１７条） 

第２節 人員に関する基準（第２１８条―第２２０条） 

第３節 設備に関する基準（第２２１条・第２２２条） 

第４節 運営に関する基準（第２２３条―第２２９条） 

第１１章 委任（第２３０条） 

附則 

第６条第５項第４号中「第８２条第１項」を「第１１１条第１項」に改め、同項第５号中

「第１１０条第１項」を「第１３８条第１項」に、「第６４条第１項」を「第１０１条第１

項」に、「第６５条」を「第１０２条」に、「第８２条第６項」を「第１１１条第６項」に、

「第８３条第３項」を「第１１２条第３項」に、「第８４条」を「第１１３条」に改め、同

項第６号中「第１２９条第１項」を「第１５７条第１項」に、「第６４条第１項」を「第１

０１条第１項」に、「第６５条第１項」を「第１０２条第１項」に、「第８２条第６項」を
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「第１１１条第６項」に改め、同項第７号中「第１５０条第１項」を「第１７７条第１項」

に、「第６４条第１項」を「第１０１条第１項」に、「第６５条第１項」を「第１０２条第

１項」に、「第８２条第６項」を「第１１１条第６項」に改め、同項第８号中「第１９１条

第１項」を「第２１８条第１項」に、「第５章」を「第６章」に、「第８章」を「第９章」

に改め、同条第１２項中「第１９１条第１０項」を「第２１８条第１０項」に改める。 

第１４条中「この章」の次に「、第６４条、第８６条」を加え、「第６７条」を「第８７

条」に改める。 

第１６条及び第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

第３０条第２項及び第５４条第２項中「章」を「節」に改める。 

第２０３条を第２３０条とする。 

第１０章を第１１章とする。 

第２０２条中「第７２条、第７４条、第７７条、第８７条から第９０条まで、第９３条か

ら第９５条まで、第９７条、第９８条及び第１００条から第１０６条」を「第６９条、第７

１条、第７４条、第７５条、第１１６条から第１１９条まで、第１２２条から第１２４条ま

で、第１２６条、第１２７条、第１２９条から第１３３条まで及び第１３４条」に改め、同

条後段中「第２０２条」を「第２２９条」に、「第１００条」を「第１２９条」に、「「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第７４条第３項中「認知症対応型通所介

護従業者」とあり、並びに第９０条及び第９７条」を「「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第６９条第２項中「この

節」とあるのは「第１０章第４節」と、第７１条中「地域密着型通所介護従業者」とあるの

は「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第７５条第１項中「地域密着型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サー

ビスの提供回数等の活動状況」と、第１１８条及び第１２６条」に、「第１０６条」を「第

１３４条」に、「第８２条第６項」を「第１１１条第６項」に、「第１９１条第７項各号」

を「第２１８条第７項各号」に改め、第９章第４節中同条を第２２９条とする。 

第２０１条第２項第３号中「第１９７条第６号」を「第２２４条第６号」に改め、同項第

４号中「第１９８条第２項」を「第２２５条第２項」に改め、同項第５号中「第１９９条第

９項」を「第２２６条第９項」に改め、同項第１０号中「第１０５条第２項」を「第７５条

第２項」に改め、同条を第２２８条とする。 
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第２００条を第２２７条とし、第１９９条を第２２６条とし、第１９８条を第２２５条と

する。 

第１９７条第９号中「第１９９条第１項」を「第２２６条第１項」に改め、同条を第２２

４条とする。 

第１９６条を第２２３条とする。 

第９章第３節中第１９５条を第２２２条とし、第１９４条を第２２１条とする。 

第９章第２節中第１９３条を第２２０条とし、第１９２条を第２１９条とし、第１９１条

を第２１８条とする。 

第１９０条中「第８１条」を「第１１０条」に改め、第９章第１節中同条を第２１７条と

する。 

第９章を第１０章とする。 

第１８９条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで、第１５３条から

第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１６７条まで及び第１７１条

から第１７６条まで」を「第６９条、第７３条、第７５条第１項から第４項まで、第１８０

条から第１８２条まで、第１８５条、第１８８条、第１９０条から第１９４条まで及び第１

９８条から第２０３条まで」に改め、同条後段中「第１８６条」を「第２１３条」に、「第

７２条第２項」を「第６９条第２項」に、「第８章第５節」を「第９章第５節」に、「第１

０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊

サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を「第７５条第１項中「地域

密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に、「第１６７条」

を「第１９４条」に、「第１５８条」を「第１８５条」に、「第１８９条」を「第２１６条

」に、「第１５７条第５項」を「第１８４条第５項」に、「第１８２条第７項」を「第２０

９条第７項」に、「第１７７条」を「第２０４条」に、「第１７５条第３項」を「第２０２

条第３項」に、「第１７６条第２項第２号」を「第２０３条第２項第２号」に、「第１５５

条第２項」を「第１８２条第２項」に改め、第８章第５節第３款中同条を第２１６条とする。 

第１８８条を第２１５条とし、第１８１条から第１８７条までを２７条ずつ繰り下げる。 

第８章第５節第２款中第１８０条を第２０７条とする。 

第８章第５節第１款中第１７９条を第２０６条とし、第１７８条を第２０５条とする。 
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第１７７条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで」を「第６９条、

第７３条及び第７５条第１項から第４項まで」に、「第１６８条」を「第１９５条」に、「

第７２条第２項」を「第６９条第２項」に、「第８章第４節」を「第９章第４節」に、「第

１０５条第１項から第４項まで第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を「

第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月

」」に改め、第８章第４節中同条を第２０４条とする。 

第１７６条第２項第２号中「第１５５条第２項」を「第１８２条第２項」に改め、同項第

３号中「第１５７条第５項」を「第１８４条第５項」に改め、同項第７号中「第１０５条第

２項」を「第７５条第２項」に改め、同条を第２０３条とする。 

第１７５条を第２０２条とし、第１６８条から第１７４条までを２７条ずつ繰り下げる。 

第１６７条中「第１５８条」を「第１８５条」に改め、同条第５号中「第１５７条第５項

」を「第１８４条第５項」に改め、同条第６号中「第１７７条」を「第２０４条」に改め、

同条第７号中「第１７５条第３項」を「第２０２条第３項」に改め、同条を第１９４条とす

る。 

第１６６条を第１９３条とし、第１５７条から第１６５条までを２７条ずつ繰り下げる。 

第１５６条第１項中「第１８１条第１項及び第２項」を「第２０８条第１項及び第２項」

に改め、同条第３項第１号中「第１８１条第３項第１号」を「第２０８条第３項第１号」に

改め、同項第２号中「第１８１条第３項第２号」を「第２０８条第３項第２号」に改め、同

条を第１８３条とする。 

第１５５条を第１８２条とし、第１５４条を第１８１条とし、第１５３条を第１８０条と

する。 

第８章第３節中第１５２条を第１７９条とする。 

第１５１条第３項ただし書中「第１７８条」を「第２０５条」に、「第１８７条第２項」

を「第２１４条第２項」に改め、同条第４項中「第１５１条第１項第６号」を「第１７８条

第１項第６号」に、「第１８０条第１項第３号」を「第２０７条第１項第３号」に改め、同

条第１３項中「第８２条」を「第１１１条」に、「第１９１条」を「第２１８条」に改め、

第８章第２節中同条を第１７８条とする。 
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第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改め、第８章第１節中同

条を第１７７条とする。 

第８章を第９章とする。 

第１４９条中「第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項から第４

項まで」を「第６９条、第７３条、第７４条、第７５条第１項から第４項まで及び第１２８

条」に、「第７２条第２項」を「第６９条第２項」に、「第７章第４節」を「第８章第４節

」に、「第１０５条第１項から第４項まで第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を「

第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは、「地域密着

型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に

改め、第７章第４節中同条を第１７６条とする。 

第１４８条第２項第２号中「第１３６条第２項」を「第１６３条第２項」に改め、同項第

３号中「第１３８条第５項」を「第１６５条第５項」に改め、同項第４号中「第１４６条第

３項」を「第１７３条第３項」に改め、同項第８号中「第１０５条第２項」を「第７５条第

２項」に改め、同条を第１７５条とする。 

第１４７条を第１７４条とし、第１４０条から第１４６条までを２７条ずつ繰り下げる。 

第１３９条第１項中「第１３０条第１項第４号」を「第１５８条第１項第４号」に改め、

同条を第１６６条とする。 

第１３８条を第１６５条とし、第１３７条を第１６４条とし、第１３６条を第１６３条と

する。 

第１３５条を削り、第１３４条を第１６２条とする。 

第１３３条第１項中「第１４５条」を「第１７２条」に改め、同条を第１６１条とする。 

第７章第３節中第１３２条を第１６０条とする。 

第７章第２節中第１３１条を第１５９条とする。 

第１３０条第９項中「第８２条」を「第１１１条」に、「第１９１条」を「第２１８条」

に改め、同条を第１５８条とする。 

第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改め、第７章第１節中同

条を第１５７条とする。 

第７章を第８章とする。 
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第１２８条中「第７２条、第７７条、第９９条、第１０２条、第１０４条及び第１０５条

第１項から第４項まで」を「第６９条、第７４条、第７５条第１項から第４項まで、第１２

８条、第１３１条及び第１３３条」に改め、同条後段中「第１２２条」を「第１５０条」に、

「第７２条第２項」を「第６９条第２項」に、「第６章第４節」」を「第７章第４節」と、

第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」」に、「第９９

条」を「第１２８条」に、「第１０２条」を「第１３１条」に改め、「、第１０５条第１項

から第４項まで第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「

認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削り、第６章第４節中同条を第１

５６条とする。 

第１２７条第２項第２号中「第１１５条第２項」を「第１４３条第２項」に改め、同項第

３号中「第１１７条第６項」を「第１４５条第６項」に改め、同項第７号中「第１０５条第

２項」を「第７５条第２項」に改め、同条を第１５５条とする。 

第１２６条を第１５４条とし、第１１９条から第１２５条までを２８条ずつ繰り下げる。 

第１１８条第１項中「第１１０条第５項」を「第１３８条第５項」に改め、同条を第１４

６条とする。 

第１１７条を第１４５条とし、第１１４条から第１１６条までを２８条ずつ繰り下げる。 

第１１３条第２項中「第１２４条」を「第１５２条」に改め、同条第７項中「第７４条第

１項から第６項まで」を「第７３条第１項から第６項まで」に改め、第６章第３節中同条を

第１４１条とする。 

第６章第２節中第１１２条を第１４０条とし、第１１１条を第１３９条とする。 

第１１０条第１項中「第７１条第１項」を「第７０条第１項」に、「第７１条」を「第７

０条」に、「第１１３条」を「第１４１条」に改め、同条第４項中「第８２条」を「第１１

１条」に、「第１９１条」を「第２１８条」に改め、同条第１０項中「第７１条第１項から

第９項まで」を「第７０条第１項から第９項まで」に改め、同条を第１３８条とする。 

第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、第６章第１節中同条を第

１３７条とする。 

第６章を第７章とする。 

第１０８条中「第７２条、第７４条及び第７７条」を「第６９条、第７１条、第７４条及
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び第７５条」に、「第１００条」を「第１２９条」に、「第７２条第２項」を「第６９条第

２項」に、「第５章第４節」を「第６章第４節」に、「第７４条第３項中「認知症対応型通

所介護従業者」」を「第７１条第３項中「地域密着型通所介護従業者」」に、「読み替える

ものとする」を「、第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月

」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする」に改め、第５章第４節中同条を第１３６条とする。 

第１０７条第２項第４号中「第９２条第６号」を「第１２１条第６号」に改め、同項第８

号中「第１０５条第２項」を「次条において準用する第７５条第２項」に改め、同条を第１

３５条とする。 

第１０６条中「第８２条第６項」を「第１１１条第６項」に改め、同条を第１３４条とす

る。 

第１０５条を削り、第１０４条を第１３３条とし、第９７条から第１０３条までを２９条

ずつ繰り下げる。 

第９６条第１項中「第８２条第１２項」を「第１１１条第１２項」に改め、同条を第１２

５条とする。 

第９５条を第１２４条とし、第８８条から第９４条までを２９条ずつ繰り下げる。 

第８７条中「第８２条第１２項」を「第１１１条第１２項」に、「第９３条」を「第１２

２条」に、「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改め、同条を第１１６条とする。 

第５章第３節中第８６条を第１１５条とし、第８５条を第１１４条とする。 

第５章第２節中第８４条を第１１３条とする。 

第８３条第２項中「第１９２条第１項」を「第２１９条第１項」に改め、同条第３項中「

第１９３条」を「第２２０条」に、「第１１１条第２項」を「第１３９条第２項」に、「第

１１２条」を「第１４０条」に、「第１９２条第２項」を「第２１９条第２項」に改め、同

条を第１１２条とする。 

第８２条第８項中「第１９１条第１項」を「第２１８条第１項」に改め、同条第１２項中

「第９６条」を「第１２５条」に改め、同条を第１１１条とする。 

第５章第１節中第８１条を第１１０条とする。 

第５章を第６章とする。 

第８０条中「及び第５３条」を「、第５３条、第６４条、第６５条、第６９条及び第７１
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条から第７６条まで」に、「第７３条」を「第１０７条」に、「読み替えるものとする」を

「、第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症

対応型通所介護について知見を有する者」と、第７６条第４項中「第６３条第４項」とある

のは「第１００条第４項」と読み替えるものとする」に改め、第４章第３節中同条を第１０

９条とする。 

第７９条第２項第５号中「前条第２項」を「次条において準用する第７６条第２項」に改

め、同項に次の１号を加える。 

 次条において準用する第７５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第７９条を第１０８条とし、第７８条の２及び第７４条から第７８条までを削る。 

第７３条第４号中「第６１条第４項」を「第９８条第４項」に、「第６５条第１項」を「

第１０２条第１項」に改め、「。第７５条において同じ」を削り、同条を第１０７条とする。 

第７２条を削る。 

第７１条第１項中「第６２条」を「第９９条」に、「第６６条」を「第１０３条」に改め、

「及び次条」を削り、同条を第１０６条とする。 

第７０条第４号中「第６１条第１項」を「第９８条第１項」に、「第６４条第１項」を「

第１０１条第１項」に改め、同条を第１０５条とする。 

第６９条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。

）」を加え、同条を第１０４条とする。 

第６７条及び第６８条を削る。 

第６６条第２項中「第６２条第２項」を「第９９条第２項」に改め、第４章第２節第２款

中同条を第１０３条とする。 

第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第８

条第２４項」を「第８条第２５項」に、「第８２条第７項」を「第１１１条第７項」に改め、

同条を第１０２条とする。 

第６４条第１項中「第７１条第１項」を「第７０条第１項」に、「第１１０条」を「第１

３８条」に、「第１３０条」を「第１５８条」に、「第１５１条」を「第１７８条」に、「

第７１条」を「第７０条」に改め、同条を第１０１条とする。 

第４章第２節第１款中第６３条を第１００条とし、第６２条を第９９条とする。 

第６１条第４項中「第６３条第２項第１号ア」を「第１００条第２項第１号ア」に改め、
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同条を第９８条とする。 

第６０条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）」を削り、第４章第

１節中同条を第９７条とする。 

第４章を第５章とし、第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護（以下「指定地域密着型

通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及

び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６１条 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者

」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。

）ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにおいて「地域密着型通所介護従業

者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

 生活相談員指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を

提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供してい

る時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定地域密着型

通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が１

以上確保されるために必要と認められる数 

 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している

時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数（次項

において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定地域密着型
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通所介護事業者が法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号）第５条による改正前の法第８条の２第７項に規定する介護

予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定

地域密着型通所介護又は当該第１号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同

じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては１５

人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認

められる数 

 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密着型通所介護事業所に

おいて同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下である場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位

ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（い

ずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間

数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

数とすることができる。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第１項第３

号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項

及び第７項において同じ。）を、常時１人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させな

ければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、

他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供

が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従

事することができるものとする。 
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７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第１号通所事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第

１号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

 （管理者） 

第６２条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

 第３節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

第６３条 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務

室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通

所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保で

きる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

 相談室遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜間及

び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サ
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ービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る

指定を行った市町村長に届け出るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第６１条第１項第 号に規定する第１号通所事業に係

る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第１号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定め

る当該第１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第３項まで

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 第４節 運営に関する基準 

 （心身の状況等の把握） 

第６４条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第６５条 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密

着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着

型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事

業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型

通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所

介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用 

 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって

利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地

域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 
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 食事の提供に要する費用 

 おむつ代 

 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得なければならない。 

  （指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

第６６条 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

  （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

  第６７条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏ま

え、妥当適切に行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する地域密着型通所

介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が

日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 
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 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相

談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提

供する。特に、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要

介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整

えるものとする。 

  （地域密着型通所介護計画の作成） 

第６８条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、

当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計

画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

  （管理者の責務） 

第６９条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所

の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業

者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

  （運営規程） 

第７０条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 
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 指定地域密着型通所介護の利用定員 

 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 その他運営に関する重要事項 

  （勤務体制の確保等） 

第７１条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護

を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければなら

ない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。 

  （定員の遵守） 

第７２条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の

提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

  （非常災害対策） 

第７３条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとと

もに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

  （衛生管理等） 

第７４条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又

は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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  （地域との連携等） 

第７５条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市

町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。

）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し指定地域密着型通所介護の活

動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密

着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建

物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。 

  （事故発生時の対応） 

第７６条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提

供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第６３条第４項の指定地域密着型通所介護以外のサ

ービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置
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を講じなければならない。 

  （記録の整備） 

第７７条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 地域密着型通所介護計画 

 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等

の記録 

 次条において準用する第２８条に規定する市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 第７５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  （準用） 

第７８条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第

２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条及び第５３条の規定は、指定地域密着型通

所介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第７０条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第３４条

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者

」と読み替えるものとする。 

  第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

準 

  第１款 この節の趣旨及び基本方針 

  （この節の趣旨） 

第７９条 第１節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護（指定地域密着型通

所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供

に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第８９条に規定する療養通所

介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

- 78 -



準については、この節に定めるところによる。 

  （基本方針） 

第８０条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」という。）は、指

定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している

訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８

条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。）等との密接

な連携に努めなければならない。 

  第２款 人員に関する基準 

  （従業者の員数） 

第８１条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員（

以下この節において「療養通所介護従業者」という。）の員数は、利用者の数が１．５に

対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者

が１以上確保されるために必要と認められる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所

介護の職務に従事する者でなければならない。 

  （管理者） 

第８２条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識

及び技能を有する者でなければならない。 

  第３款 設備に関する基準 
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  （利用定員） 

第８３条 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介護事業所におい

て同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下こ

の節において同じ。）を９人以下とする。 

  （設備及び備品等） 

第８４条 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋

を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の

提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方メートルに利用定員を乗じた面積以上と

する。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければ

ならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限

りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及

び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市町

村長に届け出るものとする。 

  第４款 運営に関する基準 

  （内容及び手続の説明及び同意） 

第８５条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第９２条に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業

者の勤務の体制、第９０条第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治

の医師及び第９３条第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第５項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

  （心身の状況等の把握） 

第８６条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係

る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握
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に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、

特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図

り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

  （指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第８７条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、指定居

宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、

主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居

宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サー

ビス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に

対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

  （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第８８条 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する療養通所介護計画に基

づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行

うものとする。 

 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行うものとする。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で

きるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連

携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとす
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る。 

 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する

ものとする。 

  （療養通所介護計画の作成） 

第８９条 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指定居宅サービス等基準第７０条第１項に

規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成１２

年厚生省令第８０号）第１７条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節にお

いて同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、

作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通

所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービ

スの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

  （緊急時等の対応） 

第９０条 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利

用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策（以下

この節において「緊急時等の対応策」という。）について利用者ごとに検討し、緊急時等

の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して

十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければ

ならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状
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の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医

師又は第９３条第１項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の

状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。 

  （管理者の責務） 

第９１条 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管

理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを

提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接

な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなけれ

ばならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しな

ければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計

画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

  （運営規程） 

第９２条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定療養通所介護の利用定員 

 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 
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 非常災害対策 

 その他運営に関する重要事項 

  （緊急時対応医療機関） 

第９３条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若し

くは近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医

療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

  （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第９４条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地

域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指

定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者か

ら構成される安全・サービス提供管理委員会（次項において「委員会」という。）を設置

しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催することとし、事故

事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療

養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を

行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなけ

ればならない。 

  （記録の整備） 

第９５条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 療養通所介護計画 

 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等

の記録 
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 次条において準用する第２８条に規定する市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第７６条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

 次条において準用する第７５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  （準用） 

第９６条 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第６５条（第３項第 号を除く。）、

第６６条及び第７１条から第７６条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用

する。この場合において、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第７１条第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第７５条第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「１２月」と、同条第３項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に

応じて」と、第７６条第４項中「第６３条第４項」とあるのは「第８４条第４項」と読み

替えるものとする。 

附則第２項中「第６２条第２項」を「第９９条第２項」に、「第６６条第２項」を「第１

０３条第２項」に改める。 

附則第３項中「第１５２条第１項第１号」を「第１７９条第１項第１号」に改める。 

附則第４項及び第５項中「第１５２条第１項第７号ア」を「第１７９条第１項第７号ア」

に改める。 

附則第６項中「第１５２条第１項第８号」を「第１７９条第１項第８号」に、「第１８０

条第１項第４号」を「第２０７条第１項第４号」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

７ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第２０条第１項に規定す

る通所介護の事業を行う者が、整備法附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日ま

でに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から第１１１

条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始

する場合は、平成３０年３月３１日までの間、第１１５条第１項に規定する宿泊室を設け
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ないことができる。 

（天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第２条 天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年天草市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第６５条」を「第６４条」に、「第６６条―第６９条」を「第６５条―第６８条

」に、「第７０条」を「第６９条」に、「第７１条―第７３条」を「第７０条―第７２条」

に、「第７４条」を「第７３条」に、「第７５条―第８６条」を「第７４条―第８５条」に、

「第８７条―第９０条」を「第８６条―第８９条」に、「第９１条」を「第９０条」に改め

る。 

第５条第４項中「第６１条第１項」を「第９８条第１項」に改め、同条第７項中「第６１

条第１項から第６項まで」を「第９８条第１項から第６項まで」に改める。 

第７条第５項中「第６３条第１項から第３項まで」を「第１００条第１項から第３項まで

」に改める。 

第８条第１項中「第１１０条第１項」を「第１３８条第１項」に、「第７１条第１項」を

「第７０条第１項」に、「第１２９条第１項」を「第１５７条第１項」に、「第１５０条第

１項」を「第１７７条第１項」に、「第６４条第１項」を「第１０１条第１項」に、「第７

１条」を「第７０条」に、「第１１０条、第１３０条若しくは第１５１条」を「第１３８条、

第１５８条若しくは第１７８条」に改め、同条第２項中「第６４条第１項」を「第１０１条

第１項」に改める。 

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第８条

第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、第１項及び第２項として次の２項

を加える。 

  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター

の職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議

会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、
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運営推進会議に対し指定介護予防認知症対応型通所介護の活動状況を報告し、運営推進会

議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設け

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 第３９条に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所

介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 第４０条第２項に次の１号を加える。 

 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第４４条第１項中「第８２条第１項」を「第１１１条第１項」に、「第８１条」を「第１

１０条」に改め、同条第７項及び第８項中「第１９１条第１項」を「第２１８条第１項」に

改め、同条第１２項中「第６７条」を「第６６条」に改める。 

第４５条第２項中「第１９２条第１項」を「第２１９条第１項」に改め、同条第３項中「

第１９３条」を「第２２０条」に、「第７２条第２項及び第３項」を「第７１条第２項及び

第３項」に改める。 

第４７条第１項中「第８５条第１項」を「第１１４条第１項」に改める。 

第４８条第５項中「第８６条第１項から第４項まで」を「第１１５条第１項から第４項ま

で」に改める。 

第４９条中「第６７条」を「第６６条」に改める。 

第６２条を削り、第６３条を第６２条とする。 

第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第３９条第２項」

に改め、同条を第６３条とする。 

第６５条中「及び第３８条」を「から第３９条まで」に改め、「介護予防小規模多機能型

居宅介護従業者」と」の次に「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と」を加え、同条を第６４条とする。 

- 87 -



第３章第５節中第６６条を第６５条とし、第６７条を第６６条とし、第６８条を第６７条

とする。 

第６９条に見出しとして「（社会生活上の便宜の提供等）」を付し、同条を第６８条とす

る。 

第４章第１節中第７０条を第６９条とする。 

第７１条第１項中「第１１０条第１項」を「第１３８条第１項」に、「第１０９条」を「

第１３７条」に、「第７４条」を「第７３条」に改め、同条第４項中「第８２条」を「第１

１１条」に改め、同条第１０項中「第１１０条第１項から第９項まで」を「第１３８条第１

項から第９項まで」に改め、第４章第２節中同条を第７０条とする。 

第７２条を第７１条とし、第７１条を第７０条とする。 

第７４条第２項中「第８２条」を「第８１条」に改め、第７項中「第１１３条第１項から

第６項まで」を「第１４１条第１項から第６項まで」に改め、第４章第３節中同条を第７３

条とする。 

第４章第４節中第７５条を第７４条とし、第７６条から第８２条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

第８３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条を第８２条とする。 

第８４条を第８３条とする。 

第８５条第２項第２号中「第７６条第２項」を「第７５条第２項」に改め、同項第３号中

「第７８条第２項」を「第７７条第２項」に改め、同項第７号中「第６２条第２項」を「第

３９条第２項」に改め、同条を第８４条とする。 

第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条」を加え、「、第６１条及び第６２条」を「

及び第６１条」に改め、「介護従業者」と」の次に「、第３９条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護

について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加え、「及び第５９条」

及び「、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と

あるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削り、同条を

第８５条とする。 

第４章第５節中第８７条を第８６条とする。 

第８８条中「第７０条」を「第６９条」に改め、同条を第８７条とし、第８９条を第８８
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条とし、第９０条を第８９条とする。 

第５章中第９１条を第９０条とする。 

附則に次の１項を加える。 

３ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第２０条第１項に規定す

る通所介護の事業を行う者が、整備法附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日ま

でに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から第４４条

第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業

を開始する場合は、平成３０年３月３１日までの間、第４８条第１項に規定する宿泊室を

設けないことができる。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）及び指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）の改正に伴い、条例を

改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１３号 

   天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                           天草市長 中 村 五 木   

天草市税条例の一部を改正する条例 

 天草市税条例（平成１８年天草市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条から第１７条までを次のように改める。 

 （徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第３項及び第

５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予（以下

この節において「徴収の猶予」という。）をする期間内の各月（市長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月。以下この節において同じ。）ごとに

分割納付又は分割納入する方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は同条第４項の規定に

よる徴収の猶予をした期間の延長（次項及び第４項において「徴収の猶予期間の延長」とい

う。）に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付

又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金

額又は納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限ま

でに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき

は、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付

又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又

- 90 -



は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に

通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納

付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及

び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受

けた者に通知しなければならない。 

 （徴収猶予の申請手続等） 

第９条 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基

づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

 当該猶予を受けようとする期間 

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又は分割納

入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。） 

 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合に

は、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（

その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関

し参考となるべき事項（担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事

情） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出

の見込みを明らかにする書類 

 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合に

は、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）第６条の１０の

規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
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 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２号から第４

号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得な

い理由 

 猶予期間の延長を受けようとする期間 

 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

 （職権による換価の猶予の手続等） 

第１０条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項及び第５項に

規定する条例で定める方法は、法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予をする期間内

又は法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による換価

の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。 

２ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み替えて準用す

る法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合につい

て準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類と

する。 

 第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

 （申請による換価の猶予の申請手続等） 

第１１条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。 

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定

める方法は、法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第１５条の

６第３項において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶予をした期間の延長をす

る期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。 
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３ 第８条第２項から第４項までの規定は、法第１５条の６第３項において準用する法第１５

条第３項又は第５項の規定により、分割納付又は分割納入する場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難とな

る事情の詳細 

 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごと

の納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第９条第２項第２

号から第４号までに掲げる書類とする。 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 第９条第１項第６号に掲げる事項 

 第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

 第４項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する期間は、２

０日とする。 

 （担保を徴する必要がない場合） 

第１２条 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１００万円以下であ

る場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある

場合とする。 

第１３条から第１７条まで 削除 

第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」に改

める。 

第２３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）。以下「令」という。」

を「令」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 
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 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）の施行等に伴い、市税の猶予制

度に関する規定の整備等を行うため、所要の改正を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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議第１４号 

天草市多目的集会所条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市多目的集会所条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

天草市多目的集会所条例の一部を改正する条例 

天草市多目的集会所条例（平成１８年天草市条例第１７４号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表城河原多目的研修施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

城河原多目的研修施設を廃止するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５号 

   天草市民センター条例及び天草市牛深総合センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 天草市民センター条例及び天草市牛深総合センター条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市民センター条例及び天草市牛深総合センター条例の一部を改正する条例 

（天草市民センター条例の一部改正） 

第１条 天草市民センター条例（平成１８年天草市条例第９９号）の一部を次のように改正す

る。 

第２６条を第３１条とし、第１８条から第２５条までを５条ずつ繰り下げ、第１７条の次

に次の５条を加える。 

  （指定管理者による管理） 

第１８条 市民センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。 

２ 前項の規定により市民センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管

理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 市民センターの利用の許可に関する業務 

 市民センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

 自主文化事業に関する業務 

 前３号に掲げるもののほか、市民センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長

が必要があると認める業務 

３ 第１項の規定により市民センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条ただし

書及び第６条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理
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者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第７条から第１０条まで、第

１４条、第１５条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により市民センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が市民センターの管理を行うこととされた期間前にされた第７条第１項に規定す

る許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により市民センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が市民センターの管理を行うこととされた期間前に第７条第１項の許可を受けて

いる者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。 

 （利用料金） 

第１９条 第１０条の規定にかかわらず、前条第１項の規定により市民センターの管理を指

定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に市民センターの利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認め

る場合は、この限りでない。 

２ 利用料金は、別表第１から別表第６までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第２０条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものと

する。 

 （利用料金の減免） 

第２１条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができ

る。 

 （利用料金の不還付） 

第２２条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。 

 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。 

 利用の１０日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相

当の理由があると認めるとき。 

 市の都合により利用許可を取り消したとき。 

（天草市牛深総合センター条例の一部改正） 

第２条 天草市牛深総合センター条例（平成１８年天草市条例第１０９号）の一部を次のよう
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に改正する。 

第２８条を第３３条とし、第１９条から第２７条までを５条ずつ繰り下げ、第１８条の次

に次の５条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第１９条 総合センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。 

２ 前項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管

理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 総合センターの利用の許可に関する業務 

 総合センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

 自主文化事業に関する業務 

 前３号に掲げるもののほか、総合センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長

が必要があると認める業務 

３ 第１項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第６条ただし

書及び第７条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理

者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第８条から第１１条まで、第

１５条、第１６条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が総合センターの管理を行うこととされた期間前にされた第８条第１項に規定す

る許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が総合センターの管理を行うこととされた期間前に第８条第１項の許可を受けて

いる者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。 

 （利用料金） 

第２０条 第１１条の規定にかかわらず、前条第１項の規定により総合センターの管理を指

定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に総合センターの利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認め

る場合は、この限りでない。 

２ 利用料金は、別表第１から別表第４までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があ
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らかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第２１条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものと

する。 

 （利用料金の減免） 

第２２条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができ

る。 

 （利用料金の不還付） 

第２３条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。 

 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。 

 利用の１０日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相

当の理由があると認めるとき。 

 市の都合により利用許可を取り消したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 指定管理者に公の施設の管理を行わせるため、地方自治法第２４４条の２第３項の規定によ

り、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１６号 

   天草市﨑津集落ガイダンスセンター条例の制定について 

 天草市﨑津集落ガイダンスセンター条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市﨑津集落ガイダンスセンター条例 

（設置） 

第１条 天草市﨑津集落の歴史的及び文化的な価値の理解を深めるとともに、市の観光の拠点

として観光振興及び地域振興に寄与するため、﨑津集落ガイダンスセンター（以下「ガイダ

ンスセンター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 ガイダンスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

﨑津集落ガイダンスセンター 天草市河浦町﨑津１１１７番地１０ 

（休館日） 

第３条 ガイダンスセンターの休館日は、１２月３０日から翌年１月１日までとする。ただし、

市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（利用時間） 

第４条 ガイダンスセンターの利用時間は、午前９時から午後５時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更するこ

とができる。 

（利用の許可） 

第５条 ガイダンスセンターを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、あらかじ

め市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 市長は、ガイダンスセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可につ
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いて条件を付することができる。 

（利用の制限） 

第６条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ガイダンスセンターの利用

を許可しないことができる。 

 その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

 その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる

と認めるとき。 

 その利用がガイダンスセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれ

があるとき。 

 前３号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理運営上支障があるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は

その利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。 

 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 第５条第２項に規定する利用許可の条件に違反したとき。 

 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

２ 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。 

（目的外使用又は権利譲渡の禁止） 

第８条 利用者は、ガイダンスセンターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権

利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（造作等の制限） 

第９条 利用者は、ガイダンスセンターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えよ

うとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１０条 利用者は、ガイダンスセンターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなけれ

ばならない。第７条第１項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたと

き、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収

する。 
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（入館の制限） 

第１１条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒

み、又は退館を命ずることができる。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 ガイダンスセンターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ことができる。 

２ 前項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指

定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ガイダンスセンターの利用の許可に関する業務 

 ガイダンスセンターの維持管理に関する業務 

 前２号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理及び運営に関する事務のうち、

市長が必要があると認める業務 

３ 第１項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第３条た

だし書及び第４条第２項中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理

者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第５条から第７条までの規定、

第９条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者がガイダンスセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第５条第１項

に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者がガイダンスセンターの管理を行うこととされた期間前に第５条第１項の許可

を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。 

（損害賠償） 

第１３条 利用者は、ガイダンスセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合におい

て、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。た

だし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除すること

ができる。 

（立入検査） 

第１４条 利用者は、ガイダンスセンターの職員が職務執行のため入場し、又はガイダンスセ
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ンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者 

 第７条第１項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を

命じたにもかかわらず、利用を続ける者 

 第１１条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退

館しない者 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 公の施設の設置及びその管理に関する事項は、地方自治法第２４４条の２第１項の規定によ

り、条例で定める必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１７号 

   天草市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市建築審査会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市建築審査会条例の一部を改正する条例 

天草市建築審査会条例（平成２３年天草市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を

加える。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うもの

とする。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、建築審査会の委員の任期を定

めるため、この条例を制定するものである。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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議第１９号 

   天草市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例 

 天草市立小・中学校設置条例（平成１８年天草市条例第８５号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１天草市立志柿小学校の項を削り、同表天草市立本渡東小学校の項中「下浦町１２０

０番地」を「志柿町５０２９番地５」に改め、同表天草市立瀬戸小学校の項を削り、同表天草

市立大楠小学校の項を次のように改める。 

天草市立有明小学校 天草市有明町赤崎３２９１番地 

 別表第１天草市立浦和小学校の項及び天草市立島子小学校の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 平成３０年４月１日に、志柿小学校、本渡東小学校及び瀬戸小学校を統合して本渡東小学校

を設置し、並びに大楠小学校、浦和小学校及び島子小学校を統合して新たに有明小学校を設置

することに伴い、条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２０号 

   天草市奨学生選考委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市奨学生選考委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市奨学生選考委員会条例の一部を改正する条例 

天草市奨学生選考委員会条例（平成１８年天草市条例第９１号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「１５人」を「８人」に改め、同条第２項第１号及び第２号を次のように改

める。 

 識見を有する者 

 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

第３条第２項第３号から第５号までを削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 天草市合併後１０年を経過し奨学生選考の基準等が確立されたことに伴い、委員の定数を削

減するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２１号 

   天草市教育振興審議会条例の制定について 

 天草市教育振興審議会条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市教育振興審議会条例 

 （設置） 

第１条 本市の教育振興に関する重要事項を調査審議するため、天草市教育振興審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、天草市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じて、次に

掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答申するとともに、必要な意見を述べること

ができる。 

 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定により定める教育の振

興のための施策に関する基本的な計画の策定及び見直しに関すること。 

 前号に掲げるもののほか、教育振興に関すること。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 識見を有する者 

 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 
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第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。 

 （意見の聴取等） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資

料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 附属機関を設置するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の

規定により、条例を制定する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２２号 

天草市町民センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市町民センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木   

天草市町民センター条例の一部を改正する条例 

天草市町民センター条例（平成１８年天草市条例第９８号）の一部を次のように改める。 

第２条の表御所浦島開発総合センターの項及び天草町民センターの項を削る。 

別表御所浦島開発総合センターの部及び天草町民センターの部を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

 複数ある施設の名称を地区コミュニティセンターに一本化するため、条例を改正する必要が

ある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２３号 

天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

天草市ふれあいセンター条例（平成１８年天草市条例第１１０号）の一部を次のように改め

る。 

第２条の表くたまふれあいセンターの項、ふかみふれあいセンターの項、横浦島コミュニテ

ィセンターの項及びあこうの里ふれあい館の項を削る。 

別表くたまふれあいセンターの部、ふかみふれあいセンターの部、横浦島コミュニティセン

ターの部及びあこうの里ふれあい館の部を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

 複数ある施設の名称を地区コミュニティセンターに一本化するため、条例を改正する必要が

ある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２４号 

   天草市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市下水道条例の一部を改正する条例 

天草市下水道条例（平成１８年天草市条例第２４６号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「公益財団法人熊本市下水道技術センター」を「公益財団法人熊本市上下水道サー

ビス公社」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

公益財団法人熊本市下水道技術センターと公益財団法人熊本市水道サービス公社が合併し、

新たに公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が設置されるため、条例を改正する必要があ

る。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２５号 

第２次天草市総合計画基本構想及び前期基本計画の変更について 

 第２次天草市総合計画基本構想及び前期基本計画を別冊のように変更するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木   

（提案理由） 

天草市総合計画の基本構想及び基本計画を変更するには、天草市議会基本条例（平成２４年

天草市条例第２４号）第１１条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２６号 

   天草市過疎地域自立促進計画の策定について 

 天草市過疎地域自立促進計画を別冊のように定めるものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

（提案理由） 

 天草市過疎地域自立促進計画を定めるには、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律

第１５号）第６条第１項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２７号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  志柿地区コミュニティセンター及び志柿町瀬戸地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市志柿町３３９０番地１０ 

志柿地区振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２８号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  牛深地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市牛深町１２２番地２ 

牛深地区振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２９号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  嵐口地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市御所浦町御所浦２８９５番地１４ 

嵐口地区振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。
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議第３０号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  小宮地地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市新和町小宮地６６９番地１ 

小宮地地区振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３１号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  鬼池地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

天草市五和町鬼池１２９１番地１ 

鬼池まちづくり振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３２号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  二江地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

天草市五和町二江３１５０番地３ 

二江まちづくり振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３３号 

   指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  新合地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市河浦町新合２００８番地４ 

新合地区振興会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３４号 

   指定管理者の指定について 

 天草市新和及び五和農畜産物処理加工施設条例（平成１８年天草市条例第１７１号）第１５

条第１項の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  新和農畜産物処理加工施設 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市新和町小宮地８９１１番地１ 

新和町農畜産物加工所管理組合 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３５号 

   指定管理者の指定について 

 天草市新和及び五和農畜産物処理加工施設条例（平成１８年天草市条例第１７１号）第１５

条第１項の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  五和農畜産物処理加工施設 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市五和町手野一丁目３７７６番地４ 

イルカの里特産品加工グループ 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３６号 

   指定管理者の指定について 

 天草市福連木まごころ市場条例（平成１８年天草市条例第１８８号）第６条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  福連木まごころ市場 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市天草町福連木３３７２番地１ 

福連木農林水産物直売所管理運営組合 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３７号 

   指定管理者の指定について 

 天草市しんわ夕やけ市場条例（平成１８年天草市条例第１８９号）第６条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  しんわ夕やけ市場 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市新和町小宮地１２７番地１ 

しんわ夕やけ市運営管理協議会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第３８号 

   指定管理者の指定について 

 天草市とどろき万太郎村条例（平成１８年天草市条例第１９２号）第１５条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  とどろき万太郎村 

２ 指定管理者となる団体 

  熊本県熊本市南区近見八丁目６番１０１号 

  株式会社リバーウェーブ 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

- 138 -



議第３９号 

   指定管理者の指定について 

 天草市福連木かしの木館条例（平成１８年天草市条例第１９３号）第１７条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  福連木かしの木館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市天草町福連木１３７４番地１ 

角山生活研究グループ 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４０号 

   指定管理者の指定について 

 天草市西平椿公園カメリアハウス条例（平成１８年天草市条例第１９４号）第１７条第１項

の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  西平椿公園カメリアハウス 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市天草町大江４１２６番地 

西平カメリアクラブ 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４１号 

   指定管理者の指定について 

 天草市藍の岬キャンプ村条例（平成１８年天草市条例第２１９号）第１６条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  藍の岬キャンプ村 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市天草町高浜南６０９番地 

天草西海岸リゾート開発 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４２号 

   指定管理者の指定について 

 天草市下田温泉センター条例（平成１８年天草市条例第２２０号）第１５条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  下田温泉センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市小松原町１０番１２号 

苓州建設工業株式会社 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４３号 

   指定管理者の指定について 

 天草市大江特産品加工場条例（平成１８年天草市条例第２２９号）第６条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  大江特産品加工場 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市天草町大江８１０９番地 

いもっ子の会 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４４号 

   指定管理者の指定について 

 天草市営住宅条例（平成１８年天草市条例第２３５号）第６２条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市営住宅 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市南新町７番地１５ 

Ｌ．Ｓ．Ｃ．グループ 

３ 指定の期間 

  平成２８年７月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第４５号

平成２７年度天草市一般会計補正予算（第７号）

　平成２７年度天草市の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 534,599千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,601,011千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加及び変更は、「第２表　繰越明許費補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
4
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 6 地方消費税交付金 1,467,000 130,000 1,597,000

 1 地方消費税交付金 1,467,000 130,000 1,597,000

10 地方交付税 25,175,636 34,532 25,210,168

 1 地方交付税 25,175,636 34,532 25,210,168

13 使用料及び手数料 692,016 △4,967 687,049

 1 使用料 495,240 △4,967 490,273

14 国庫支出金 6,331,832 85,143 6,416,975

 1 国庫負担金 4,966,846 59,433 5,026,279

 2 国庫補助金 1,348,592 25,710 1,374,302

15 県支出金 3,955,979 43,861 3,999,840

 1 県負担金 2,092,186 19,787 2,111,973

 2 県補助金 1,583,368 36,247 1,619,615

 3 県委託金 280,425 △12,173 268,252

16 財産収入 98,884 8,798 107,682

 1 財産運用収入 73,074 8,798 81,872

17 寄附金 51,273 42,167 93,440

 1 寄附金 51,273 42,167 93,440

18 繰入金 1,587,648 170,334 1,757,982

 2 基金繰入金 1,587,648 170,334 1,757,982

20 諸収入 581,200 24,731 605,931

 5 雑入 360,768 24,731 385,499

16,124,944 16,124,944

56,066,412 534,599 56,601,011歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
4
6
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 295,607 △6,837 288,770

 1 議会費 295,607 △6,837 288,770

 2 総務費 10,203,255 280,463 10,483,718

 1 総務管理費 9,404,679 300,040 9,704,719

 2 徴税費 306,740 1,795 308,535

 3 地籍調査費 65,999 250 66,249

 4 戸籍住民基本台帳費 154,627 15,648 170,275

 5 選挙費 161,611 △37,721 123,890

 6 統計調査費 64,941 162 65,103

 7 監査委員費 44,658 289 44,947

 3 民生費 16,455,369 312,064 16,767,433

 1 社会福祉費 4,796,036 78,073 4,874,109

 2 高齢者福祉費 4,128,134 1,677 4,129,811

 3 児童福祉費 6,112,703 69,382 6,182,085

 4 生活保護費 1,416,496 162,932 1,579,428

 4 衛生費 6,724,142 △79,581 6,644,561

 1 保健衛生費 992,047 1,564 993,611

 2 環境費 3,689,775 △82,476 3,607,299

 4 水道費 914,897 △777 914,120

 5 病院費 892,913 1,366 894,279

 6 看護専門学校費 147,919 742 148,661

 5 農林水産業費 2,929,602 63,439 2,993,041

 1 農業費 1,502,498 44,471 1,546,969

 2 林業費 350,049 167 350,216

 3 水産業費 1,077,055 18,801 1,095,856

 6 商工費 1,804,934 76,089 1,881,023

補 正 前 の 額 補 正 額 計

-
 
1
4
7
 
-



(単位：千円)

款 項

 1 商工費 1,804,934 76,089 1,881,023

 7 土木費 2,613,295 3,258 2,616,553

 1 土木管理費 153,871 970 154,841

 2 道路橋梁費 1,029,447 654 1,030,101

 3 河川費 188,596 39 188,635

 4 港湾費 132,578 160 132,738

 5 都市計画費 291,064 683 291,747

 6 下水道費 625,800 454 626,254

 7 住宅費 191,939 298 192,237

 8 消防費 2,894,722 8,890 2,903,612

 1 消防費 2,894,722 8,890 2,903,612

 9 教育費 3,854,228 △113,191 3,741,037

 1 教育総務費 1,084,120 1,883 1,086,003

 2 小学校費 660,030 △9,158 650,872

 3 中学校費 464,626 △103,362 361,264

 4 幼稚園費 167,999 △6,857 161,142

 6 学校給食費 654,957 2,868 657,825

 7 社会教育費 822,496 1,435 823,931

10 災害復旧費 1,482,270 △9,995 1,472,275

 3 文教施設災害復旧費 29,643 △9,995 19,648

6,808,988 6,808,988

56,066,412 534,599 56,601,011歳　　出　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
4
8
 
-



（単位：千円）

　２　総務費 　１　総務管理費 15,797

79,511

　４　衛生費 　２　環境費 5,900

684,000

　５　農林水産業費 　１　農業費 96,297

7,212

16,000

5,700

　２　林業費 18,660

　３　水産業費 29,500

　６　商工費 　１　商工費 5,000

25,000

40,000

32,600

1,000

　７　土木費 　４　港湾費 2,500

　５　都市計画費 24,000

　１　繰越明許費の追加

移住・定住促進対策事業（地方創生加速化交付金事業）

農業基盤整備促進事業

第２表　繰越明許費補正

款 項 事　　　業　　　名

担い手確保・経営強化支援事業

金　額

﨑津漁港漁業集落環境整備事業

港湾改修事業（交付金）

海岸漂着物地域対策推進事業

林道今田線普通林道開設事業

畜産クラスター関連事業

魅力ある観光地域づくり連携事業（地方創生加速化交付金事業）

「しごと創生」支援事業（地方創生加速化交付金事業）

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業

自転車を活用した天草の観光促進事業（地方創生加速化交付金事業）

電算システム整備事業

農業用施設維持管理事業

（仮称）イルカセンター整備事業

重要景観構成要素修景事業

汚泥再生処理センター整備事業

-
 
1
4
9
 
-



（単位：千円）

　８　消防費 　１　消防費 13,000

563,056

3,769

　９　教育費 　２　小学校費 65,000

　10　災害復旧費 6,386

16,000

（単位：千円）

金額 金額

　５　農林水産業費 　３　水産業費 37,600 69,100

　６　商工費 　１　商工費 86,970 126,450

　７　土木費 　２　道路橋梁費 61,302 98,381

現年発生補助林業施設災害復旧費

避難路整備事業

款 項 事　　　業　　　名

（仮称）有明小学校建設事業

金　額

現年発生県単独治山施設

防災行政無線整備事業

款

消防格納庫整備事業

市道改良（交付金）事業 補正前に同じ

漁村再生交付金事業 補正前に同じ

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事　　　業　　　名 事　　　業　　　名

補正前に同じ世界遺産登録推進事業

　１　農林水産施設

項

　２　繰越明許費の変更

-
 
1
5
0
 
-



第３表　債務負担行為補正

　　１　債務負担行為の追加

（単位：千円）

232平成29年度

平成30年度

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

平成27年度農業制度資金利子補給 平成28年度～平成42年度 1,633

1

平成40年度

平成42年度

平成39年度

平成41年度

　　　年度別内訳

256平成28年度

210

185

159

131

115

19

平成31年度

平成32年度

48

72平成36年度

平成33年度

平成34年度

62平成37年度

8

平成38年度

34

101平成35年度

-
 
1
5
1
 
-



（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

平成29年度 535

平成30年度 351

天草市起業創業資金融資利子補給 平成28年度～平成30年度 1,535

　　　年度別内訳

平成28年度 649

平成30年度 578

　　　年度別内訳

平成28年度 1,467

平成29年度 1,391

平成29年度 3

平成30年度 3

平成27年度商工業設備投資利子補給 平成28年度～平成30年度 3,436

平成27年度漁業近代化資金利子補給 平成28年度～平成30年度 10

　　　年度別内訳

平成28年度 4

-
 
1
5
2
 
-



議第４６号

平成２７年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 205,987千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,018,066千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
5
3
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 7 共同事業交付金 3,511,871 204,061 3,715,932

 1 共同事業交付金 3,511,871 204,061 3,715,932

 8 財産収入 700 1,076 1,776

 1 財産運用収入 700 1,076 1,776

 9 繰入金 1,373,032 850 1,373,882

 1 一般会計繰入金 1,373,031 850 1,373,881

10,926,476 10,926,476

15,812,079 205,987 16,018,066歳　　入　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

-
 
1
5
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 153,093 732 153,825

 1 総務管理費 124,114 732 124,846

 2 保険給付費 9,580,537 0 9,580,537

 1 療養諸費 8,323,037 0 8,323,037

 2 高額療養費 1,210,000 0 1,210,000

 7 共同事業拠出金 3,390,355 207,880 3,598,235

 1 共同事業拠出金 3,390,355 207,880 3,598,235

 8 保健事業費 132,452 118 132,570

 2 特別総合保健事業費 26,269 118 26,387

 9 基金積立金 700 1,076 1,776

 1 基金積立金 700 1,076 1,776

12 予備費 393,717 △3,819 389,898

 1 予備費 393,717 △3,819 389,898

2,161,225 2,161,225

15,812,079 205,987 16,018,066歳　　出　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
5
5
 
-



議第４７号

平成２７年度天草市介護保険特別会計補正予算（第４号）

　平成２７年度天草市の介護保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,796千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,813,327千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
5
6
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 6 財産収入 650 572 1,222

 1 財産運用収入 650 572 1,222

 7 繰入金 1,614,154 1,224 1,615,378

 1 一般会計繰入金 1,514,154 1,224 1,515,378

9,196,727 9,196,727

10,811,531 1,796 10,813,327歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
5
7
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 258,798 1,224 260,022

 1 総務管理費 155,347 1,224 156,571

 6 基金積立金 140,871 572 141,443

 1 基金積立金 140,871 572 141,443

10,411,862 10,411,862

10,811,531 1,796 10,813,327歳　　出　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
5
8
 
-



議第４８号　　　　　　　　

平成２７年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 232千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,177,674千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
5
9
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 4 繰入金 465,632 232 465,864

 1 一般会計繰入金 465,632 232 465,864

711,810 711,810

1,177,442 232 1,177,674

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 39,197 232 39,429

 1 総務管理費 37,646 232 37,878

1,138,245 1,138,245

1,177,442 232 1,177,674

計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額

-
 
1
6
0
 
-



議第４９号

平成２７年度天草市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 122,493千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,088,543千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
6
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 国庫支出金 129,085 △69,025 60,060

 2 国庫補助金 129,085 △69,025 60,060

 4 繰入金 407,461 332 407,793

 1 一般会計繰入金 407,461 332 407,793

 7 市債 153,400 △53,800 99,600

 1 市債 153,400 △53,800 99,600

521,090 521,090

1,211,036 △122,493 1,088,543

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 公共下水道費 701,330 △122,493 578,837

 1 公共下水道費 701,330 △122,493 578,837

509,706 509,706

計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額

509,706 509,706

1,211,036 △122,493 1,088,543歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

第２表　地方債補正

　　１　地方債の変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

6 公共下水道事業

153,400
証書借入
又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。ただし、市財
政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に借換えす
ることができる。

99,600
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

-
 
1
6
2
 
-



議第５０号

平成２７年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 19,878千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 325,381千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
6
3
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 国庫支出金 31,070 △10,000 21,070

 2 国庫補助金 31,070 △10,000 21,070

 4 繰入金 218,339 122 218,461

 1 一般会計繰入金 218,339 122 218,461

 7 市債 57,500 △10,000 47,500

 1 市債 57,500 △10,000 47,500

38,350 38,350

345,259 △19,878 325,381

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 特定環境保全公共下水道事業費 187,659 △19,878 167,781

 1 特定環境保全公共下水道事業費 187,659 △19,878 167,781

157,600 157,600

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額 157,600 157,600

345,259 △19,878 325,381歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

第２表　地方債補正

　　１　地方債の変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

6 特定環境保全公共
下水道事業

57,500
証書借入
又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。ただし、市財
政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に借換えす
ることができる。

47,500
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

-
 
1
6
4
 
-



 議第５１号

平成２７年度　天草市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 50千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 60,821千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
6
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 45,322 50 45,372

 1 一般会計繰入金 45,322 50 45,372

15,449 15,449

60,771 50 60,821

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 農業集落排水事業費 32,918 50 32,968

 1 農業集落排水事業費 32,918 50 32,968

27,853 27,853

60,771 50 60,821

計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額

-
 
1
6
6
 
-



議第５２号

平成２７年度天草市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の漁業集落排水事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 181千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 598,959千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
6
7
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 6 繰入金 294,930 181 295,111

 1 一般会計繰入金 292,980 181 293,161

303,848 303,848

598,778 181 598,959

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 漁業集落排水事業費 376,180 181 376,361

 1 漁業集落排水事業費 376,180 181 376,361

222,598 222,598

598,778 181 598,959

計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額

-
 
1
6
8
 
-



議第５３号

平成２７年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 119千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 152,979千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
6
9
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 6 繰入金 84,261 119 84,380

 1 一般会計繰入金 83,203 119 83,322

68,599 68,599

152,860 119 152,979

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 117,423 119 117,542

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 117,423 119 117,542

35,437 35,437

152,860 119 152,979

計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額

-
 
1
7
0
 
-



議第５４号

平成２７年度天草市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 777千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,404,913千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
7
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 774,839 △777 774,062

 1 一般会計繰入金 774,839 △777 774,062

630,851 630,851

1,405,690 △777 1,404,913

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 簡易水道事業費 625,432 △777 624,655

 1 簡易水道総務費 538,832 △777 538,055

780,258 780,258

1,405,690 △777 1,404,913

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
7
2
 
-



議第５５号

平成２７年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 189,792千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
7
3
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 5 繰入金 67,381 1,185 68,566

 1 一般会計繰入金 67,381 1,185 68,566

121,226 121,226

188,607 1,185 189,792

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 156,585 1,185 157,770

 1 総務管理費 156,585 1,185 157,770

32,022 32,022

188,607 1,185 189,792

計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額

-
 
1
7
4
 
-



議第５６号

平成２７年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度天草市の歯科診療所特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 181千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 51,404千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木

-
 
1
7
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 8,876 181 9,057

 1 一般会計繰入金 8,876 181 9,057

42,347 42,347

51,223 181 51,404

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 36,083 181 36,264

 1 総務管理費 36,034 181 36,215

15,140 15,140

51,223 181 51,404歳　　出　　合　　計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
1
7
6
 
-



議第５７号

　（総　則）

第１条 平成２７年度天草市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条 平成２７年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款 3,990,145 千円 12,005 千円 4,002,150 千円

第１項 3,377,668 千円 12,005 千円 3,389,673 千円

第１款 3,990,145 千円 12,005 千円 4,002,150 千円

第１項 3,896,107 千円 12,005 千円 3,908,112 千円

病院事業費用

（ 科　　　目 ） （ 既決予定額 ）

支　　出

平成２７年度天草市病院事業会計補正予算（第２号）

病院事業収益

収　　入

医 業 収 益

医 業 費 用

（ 計 ）（ 補正予定額 ）

第１項 3,896,107 千円 12,005 千円 3,908,112 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

職 員 給 与 費 2,440,811 千円 12,005 千円 2,452,816 千円

　　平成２８年２月２２日提出

天草市長　　中　村　五　木

（１）

医 業 費 用

（ 補正予定額 ） （ 計 ）（ 科　　　目 ） （ 既決予定額 ）

-
 
1
7
7
 
-



第１条　平成２７年度天草市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。　

（収益的収入及び支出）

第２条　平成２７年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

　第１款　事　業　費 1,458,509 千円 507 千円 1,459,016 千円

　　第１項　営　業　費　用 1,305,964 千円 507 千円 1,306,471 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「７０２，２５６千円」を「７０２，４７３千円」に、当年度分

   消費税及び地方消費税資本的収支調整額　２６，３２６千円、 過年度分損益勘定留保資金「６７５，９３０千円」を「６７６，１４７千円」に

   改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

　第１款　資　本　的　支　出 743,945 千円 217 千円 744,162 千円

　　第１項　建　設　改　良　費 386,004 千円 217 千円 386,221 千円

第４条　予算第６条（１）に定めた経費の金額を次のように改める。

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

(1) 職 　員 　給 　与　 費 146,265 千円 千円 146,989 千円

平成２８年２月２２日提出

天　草　市　長　　　　中　村　五　木

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

724

支　　　　出

議第５８号

支　　　　出

平成２７年度天草市水道事業会計補正予算（第２号）

（科　　　目）

（科　　　目）

（総 　　 則）

-
 
1
7
8
 
-



議第５９号

平成２８年度天草市一般会計予算

　平成２８年度天草市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　５２，４９３，６７８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債

　務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表

　地方債」による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

　費の各項の間の流用。

　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
1
7
9
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 市　　税 7,167,502

 1 市民税 2,751,973

 2 固定資産税 3,317,019

 3 軽自動車税 231,589

 4 市たばこ税 537,000

 6 入湯税 30,800

 7 都市計画税 299,121

 2 地方譲与税 450,600

 1 地方揮発油譲与税 131,000

 2 自動車重量譲与税 319,000

 4 航空機燃料譲与税 600

 3 利子割交付金 8,000

 1 利子割交付金 8,000

 4 配当割交付金 40,000

 1 配当割交付金 40,000

 5 株式等譲渡所得割交付金 40,000

 1 株式等譲渡所得割交付金 40,000

 6 地方消費税交付金 1,596,000

 1 地方消費税交付金 1,596,000

 7 ゴルフ場利用税交付金 14,000

 1 ゴルフ場利用税交付金 14,000

 8 自動車取得税交付金 46,000

 1 自動車取得税交付金 46,000

 9 地方特例交付金 18,000

 1 地方特例交付金 18,000

10 地方交付税 24,289,000

金 額

-
 
1
8
0
 
-



(単位：千円)

款 項

 1 地方交付税 24,289,000

11 交通安全対策特別交付金 10,000

 1 交通安全対策特別交付金 10,000

12 分担金及び負担金 593,462

 1 分担金 16,476

 2 負担金 576,986

13 使用料及び手数料 673,936

 1 使用料 483,204

 2 手数料 190,732

14 国庫支出金 6,421,962

 1 国庫負担金 4,822,101

 2 国庫補助金 1,580,615

 3 国庫委託金 19,246

15 県支出金 4,023,533

 1 県負担金 2,155,461

 2 県補助金 1,646,068

 3 県委託金 222,004

16 財産収入 105,590

 1 財産運用収入 89,898

 2 財産売払収入 15,692

17 寄附金 200,001

 1 寄附金 200,001

18 繰入金 1,321,545

 2 基金繰入金 1,321,545

19 繰越金 1

 1 繰越金 1

金 額

-
 
1
8
1
 
-



(単位：千円)

款 項

20 諸収入 547,746

 1 延滞金、加算金及び過料 7,000

 2 市預金利子 2,400

 3 貸付金元利収入 205,024

 4 受託事業収入 2,478

 5 雑入 330,844

21 市債 4,926,800

 1 市債 4,926,800

52,493,678

金 額

歳 入 合 計

-
 
1
8
2
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 268,429

 1 議会費 268,429

 2 総務費 7,608,293

 1 総務管理費 6,891,628

 2 徴税費 340,422

 3 地籍調査費 58,541

 4 戸籍住民基本台帳費 134,192

 5 選挙費 110,748

 6 統計調査費 26,378

 7 監査委員費 46,384

 3 民生費 17,658,456

 1 社会福祉費 5,378,201

 2 高齢者福祉費 4,554,060

 3 児童福祉費 6,284,933

 4 生活保護費 1,440,762

 5 災害救助費 500

 4 衛生費 5,954,740

 1 保健衛生費 964,184

 2 環境費 2,918,343

 3 斎場費 89,455

 4 水道費 861,848

 5 病院費 966,272

 6 看護専門学校費 154,638

 5 農林水産業費 2,957,334

 1 農業費 1,607,731

 2 林業費 310,033

金 額

-
 
1
8
3
 
-



(単位：千円)

款 項

 3 水産業費 1,039,570

 6 商工費 1,290,218

 1 商工費 1,290,218

 7 土木費 2,827,885

 1 土木管理費 169,469

 2 道路橋梁費 1,033,312

 3 河川費 117,357

 4 港湾費 120,375

 5 都市計画費 546,378

 6 下水道費 612,602

 7 住宅費 228,392

 8 消防費 2,834,409

 1 消防費 2,834,409

 9 教育費 4,044,851

 1 教育総務費 1,177,690

 2 小学校費 1,223,896

 3 中学校費 230,079

 4 幼稚園費 149,662

 6 学校給食費 608,179

 7 社会教育費 655,345

10 災害復旧費 39,421

 1 農林水産施設災害復旧費 10,211

 2 公共土木施設災害復旧費 29,210

11 公債費 6,979,642

 1 公債費 6,979,642

13 予備費 30,000

金 額

-
 
1
8
4
 
-



(単位：千円)

款 項

 1 予備費 30,000

52,493,678

金 額

歳 出 合 計

-
 
1
8
5
 
-



　第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

天草市コミュニティエフエム局設置事業 平成29年度 178,840

平成29年度

平成29年度

（仮称）有明小学校建設事業 平成29年度 853,305

財務会計等システム更新委託 80,000

（仮称）本渡東小学校建設事業 820,156

-
 
1
8
6
 
-



　第３表　地方債
（単位：千円）

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

1
地域情報化事業債 181,600

コミュニティセンター整備事業債 29,300

体育施設整備事業債 28,600

汚泥再生処理センター整備事業債 492,300

林道整備事業債 10,500

漁港施設整備事業債 203,900

観光施設整備事業債 21,900

道路橋梁整備事業債 502,400

河川整備事業債 35,800

港湾改修事業債 47,900

公園整備事業債 17,100

街路整備事業債 95,100

消防防災施設整備事業債 1,113,600

小学校施設整備事業債 643,400

文化施設整備事業債 24,300

臨時財政対策債 1,479,100

4,926,800

起　　債　　の　　目　　的

政府資金についてはその融資条件によ
り、銀行その他の場合にはその債権者と協
定するものによる。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を短縮し、又
は繰上償還もしくは低利に借換えすること
ができる。

合　　　　　　　計

証書借入

又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

-
 
1
8
7
 
-



議第６０号

平成２８年度天草市国民健康保険特別会計予算

　平成２８年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１５，３５０，８３０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　　平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
1
8
8
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 1,739,589

 1 国民健康保険税 1,739,589

 2 使用料及び手数料 2,000

 1 手数料 2,000

 3 国庫支出金 3,977,600

 1 国庫負担金 2,442,600

 2 国庫補助金 1,535,000

 4 県支出金 848,600

 1 県負担金 88,600

 2 県補助金 760,000

 5 療養給付費交付金 618,000

 1 療養給付費交付金 618,000

 6 前期高齢者交付金 2,934,200

 1 前期高齢者交付金 2,934,200

 7 共同事業交付金 3,731,136

 1 共同事業交付金 3,731,136

 8 財産収入 900

 1 財産運用収入 900

 9 繰入金 1,338,001

 1 一般会計繰入金 1,338,000

 2 基金繰入金 1

10 繰越金 150,001

 1 繰越金 150,001

11 諸収入 10,803

 1 延滞金、加算金及び過料 2,150

 2 預金利子 1

金 額

-
 
1
8
9
 
-



(単位：千円)

款 項

 3 雑入 8,652

15,350,830

金 額

歳 入 合 計

-
 
1
9
0
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 159,656

 1 総務管理費 128,531

 2 徴税費 10,436

 3 運営協議会費 720

 4 趣旨普及費 809

 5 国民健康保険特別対策事業費 19,160

 2 保険給付費 9,312,587

 1 療養諸費 8,072,837

 2 高額療養費 1,192,000

 3 移送費 500

 4 出産育児諸費 42,000

 5 葬祭諸費 5,250

 3 後期高齢者支援金等 1,432,180

 1 後期高齢者支援金等 1,432,180

 4 前期高齢者納付金等 1,930

 1 前期高齢者納付金等 1,930

 5 老人保健拠出金 101

 1 老人保健拠出金 101

 6 介護納付金 609,000

 1 介護納付金 609,000

 7 共同事業拠出金 3,608,700

 1 共同事業拠出金 3,608,700

 8 保健事業費 158,794

 1 保健事業費 113,082

 2 特別総合保健事業費 45,712

 9 基金積立金 900

金 額

-
 
1
9
1
 
-



(単位：千円)

款 項

 1 基金積立金 900

11 諸支出金 16,982

 1 償還金及び還付加算金 10,502

 2 他会計繰出金 6,480

12 予備費 50,000

 1 予備費 50,000

（公債費）

（公債費） （廃款）

15,350,830

金 額

歳 出 合 計

-
 
1
9
2
 
-



議第６１号

平成２８年度天草市介護保険特別会計予算

　平成２８年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１０，９３６，９２０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
1
9
3
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 保険料 1,710,803

 1 介護保険料 1,710,803

 2 使用料及び手数料 200

 1 手数料 200

 3 国庫支出金 2,968,357

 1 国庫負担金 1,848,765

 2 国庫補助金 1,119,592

 4 支払基金交付金 2,914,774

 1 支払基金交付金 2,914,774

 5 県支出金 1,561,817

 1 県負担金 1,520,346

 2 県補助金 41,471

 6 財産収入 1,506

 1 財産運用収入 1,506

 7 繰入金 1,778,763

 1 一般会計繰入金 1,628,763

 2 基金繰入金 150,000

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 699

 1 延滞金、加算金及び過料 120

 2 預金利子 106

 3 雑入 473

10,936,920

金 額

歳 入 合 計

-
 
1
9
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 265,782

 1 総務管理費 156,113

 2 徴収費 4,698

 3 介護認定審査会費 103,267

 4 趣旨普及費 650

 5 計画策定委員会費 1,054

 2 保険給付費 10,366,500

 1 介護サービス等諸費 8,775,000

 2 介護予防サービス等諸費 767,000

 3 その他諸費 10,500

 4 高額介護サービス等費 221,000

 5 高額医療合算介護サービス等費 30,000

 6 特定入所者介護サービス等費 563,000

 5 地域支援事業費 228,256

 1 介護予防事業費 43,408

 2 包括的支援事業・任意事業費 184,848

 6 基金積立金 1,506

 1 基金積立金 1,506

 7 公債費 500

 1 公債費 500

 8 諸支出金 5,001

 1 償還金及び還付加算金 5,001

 9 予備費 69,375

 1 予備費 69,375

（介護予防支援事業費）

（介護予防支援事業費） (廃款）

10,936,920

金 額

歳 出 合 計

-
 
1
9
5
 
-



議第６２号

平成２８年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

　平成２８年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１，１８５，９８３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
1
9
6
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 654,962

 1 後期高齢者医療保険料 654,962

 2 使用料及び手数料 210

 1 手数料 210

 4 繰入金 487,278

 1 一般会計繰入金 487,278

 5 繰越金 1

 1 繰越金 1

 6 諸収入 43,532

 1 延滞金、加算金及び過料 10

 2 預金利子 1

 3 償還金及び還付加算金 1,500

 4 雑入 42,021

1,185,983

金 額

歳 入 合 計

-
 
1
9
7
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 40,127

 1 総務管理費 38,578

 2 徴収費 1,549

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,110,280

 1 熊本県後期高齢者医療広域連合 1,110,280

納付金

 3 保健事業費 33,576

 1 保健事業費 33,576

 4 諸支出金 1,500

 1 償還金及び還付加算金 1,500

 5 予備費 500

 1 予備費 500

1,185,983

金 額

歳 出 合 計

-
 
1
9
8
 
-



議第６３号

平成２８年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

　平成２８年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１５１，４２３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債

　務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表

　地方債」による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００千円と定める。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
1
9
9
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 2,387

 1 分担金 2,387

 2 使用料及び手数料 52,481

 1 使用料 52,480

 2 手数料 1

 3 国庫支出金 6,292

 1 国庫補助金 6,292

 4 県支出金 879

 1 県補助金 879

 5 財産収入 4

 1 財産運用収入 4

 6 繰入金 76,178

 1 一般会計繰入金 75,242

 2 基金繰入金 936

 7 繰越金 1

 1 繰越金 1

 8 諸収入 1

 1 延滞金、加算金及び過料 1

 9 市債 13,200

 1 市債 13,200

151,423

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
0
0
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 118,769

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 118,769

 2 基金積立金 883

 1 基金積立金 883

 3 公債費 30,771

 1 公債費 30,771

 4 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

151,423

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
0
1
 
-



第２表　債務負担行為
（単位：千円）

76

27

21

15

9

4

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規
則に基づき改造工事を行うものに対し、金
融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で
貸付けた融資総額の50％を限度に損失補償

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく
損失補償

　　　金融機関が補償の履行日として
　　　指定する期間

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく
利子補給（平成28年度）

平成29年度～平成33年度

　 年度別内訳

第３表　地方債

起債の目的

５．０％以内

浄化槽市町村整備推進事業 13,200 証書借入又は証券発行

政府資金についてはその融資条件によ
り、銀行その他の場合にはその債権者と
協定するものによる。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利に借換え
することができる。

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

（単位：千円）

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

-
 
2
0
2
 
-



議第６４号

平成２８年度天草市簡易水道事業特別会計予算

　平成２８年度天草市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１，３９２，８０８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

　地方債」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

　費の各項の間の流用。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
0
3
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 527,717

 1 使用料 527,258

 2 手数料 459

 3 繰入金 728,151

 1 一般会計繰入金 728,151

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 8,439

 1 延滞金、加算金及び過料 1

 2 預金利子 1

 3 受託事業収入 7,800

 5 雑入 637

 6 市債 128,500

 1 市債 128,500

1,392,808

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
0
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 簡易水道事業費 607,331

 1 簡易水道総務費 531,731

 2 簡易水道建設改良費 75,600

 2 公債費 784,477

 1 公債費 784,477

 3 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

1,392,808

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
0
5
 
-



第２表　地方債

起債の目的

５．０％以内

簡易水道事業債 128,500 証書借入又は証券発行

（単位：千円）

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

政府資金についてはその融資条件によ
り、銀行その他の場合にはその債権者と
協定するものによる。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利に借換え
することができる。

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

-
 
2
0
6
 
-



議第６５号

平成２８年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

　平成２８年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２１７，２５２千円とする。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号)第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
0
7
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 診療収入 92,400

 1 診療収入 92,400

 2 使用料及び手数料 593

 1 手数料 593

 4 財産収入 6

 1 財産運用収入 5

 2 財産売払収入 1

 5 繰入金 118,244

 1 一般会計繰入金 118,244

 6 繰越金 1

 1 繰越金 1

 7 諸収入 6,008

 1 諸収入 6,008

217,252

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
0
8
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 180,960

 1 総務管理費 180,960

 2 医業費 35,691

 1 医業費 35,691

 3 基金積立金 1

 1 基金積立金 1

 5 予備費 600

 1 予備費 600

217,252

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
0
9
 
-



議第６６号

平成２８年度天草市歯科診療所特別会計予算

　平成２８年度天草市の歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　６０，３９６千円とする。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円と定める。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
1
0
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 歯科診療収入 29,700

 1 歯科診療収入 29,700

 2 財産収入 169

 1 財産運用収入 168

 2 財産売払収入 1

 3 繰入金 29,457

 1 一般会計繰入金 29,457

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 1,069

 1 諸収入 1,069

60,396

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
1
1
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 35,551

 1 総務管理費 35,477

 2 研究研修費 74

 2 歯科医業費 24,445

 1 歯科医業費 24,445

 3 予備費 400

 1 予備費 400

60,396

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
1
2
 
-



議第６７号

平成２８年度天草市斎場事業特別会計予算

　平成２８年度天草市の斎場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　９３，４６１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０,０００千円と定める。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
1
3
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 3,978

 1 使用料 3,978

 2 財産収入 25

 1 財産運用収入 25

 3 繰入金 89,455

 1 繰入金 89,455

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 2

 1 預金利子 1

 2 雑入 1

93,461

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
1
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 斎場事業費 43,556

 1 斎場事業費 43,556

 2 公債費 47,905

 1 公債費 47,905

10 予備費 2,000

 1 予備費 2,000

93,461

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
1
5
 
-



議第６８号

平成２８年度天草市一町田財産区特別会計予算

　平成２８年度天草市の一町田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　８，１３６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市一町田財産区管理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
1
6
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 67

 1 財産運用収入 65

 2 財産売払収入 2

 2 繰越金 8,066

 1 繰越金 8,066

 3 諸収入 3

 1 預金利子 2

 2 雑入 1

8,136

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
1
7
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 1,191

 1 総務管理費 1,191

 2 予備費 6,945

 1 予備費 6,945

8,136

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
1
8
 
-



議第６９号

平成２８年度天草市新合財産区特別会計予算

　平成２８年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１，４９９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

    平成２８年２月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市新合財産区管理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
1
9
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 2

 1 財産売払収入 2

 2 繰越金 1,495

 1 繰越金 1,495

 3 諸収入 2

 1 預金利子 1

 2 雑入 1

1,499

金 額

歳 入 合 計

-
 
2
2
0
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 277

 1 総務管理費 277

 2 予備費 1,222

 1 予備費 1,222

1,499

金 額

歳 出 合 計

-
 
2
2
1
 
-



議第７０号

　（総　則）

第１条 平成２８年度天草市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病床数 359 床

　　　一般病床 168 床

　　　医療型療養病床 127 床

　　　介護型療養病床 18 床

　　　結核病床 46 床

（２）延患者数 262,505 人

平成２８年度天草市病院事業会計予算

（２）延患者数 262,505 人

　　　入院患者数 一般病床 51,465 人

医療型療養病床 44,165 人

介護型療養病床 6,570 人

結核病床 1,825 人

　　　外来患者数 一般外来 151,840 人

介護サービス 6,640 人

（３）一日平均患者数 828 人

　　　入院患者数 一般病床 141 人

医療型療養病床 121 人

介護型療養病床 18 人

結核病床 5 人

　　　外来患者数 一般外来 520 人

介護サービス 23 人

-
 
2
2
2
 
-



　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 4,060,918 千円

第１項 3,449,080 千円

第２項 611,826 千円

第３項 12 千円

第１款 4,060,918 千円

第１項 3,972,480 千円

第２項 84,430 千円

第３項 8 千円

第４項 4,000 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額333,574千円は、当年

医 業 外 収 益

予 備 費

特 別 利 益

病院事業収益

収　　入

医 業 収 益

支　　出

医 業 外 費 用

医 業 費 用

病院事業費用

特 別 損 失

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額333,574千円は、当年

　度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,683千円、過年度分損益勘定留保資金313,891千円で補てんするものとする。）。

第１款 222,270 千円

第１項 181,455 千円

第２項 6,480 千円

第３項 34,335 千円

第１款 555,844 千円

第１項 265,726 千円

第２項 290,118 千円

　（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

他会計補助金

他会計出資金

建 設 改 良 費

資本的収入

企業債償還金

資本的支出

県 補 助 金

収　　入

支　　出

-
 
2
2
3
 
-



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）収益的支出における医業費用・医業外費用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

　流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 2,561,152 千円
交　　際　　費 2,150 千円

　（他会計からの補助金）

第８条 一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。

医業外収益

・国保直診施設が行う医療機器整備事業を補助するため

・研究研修費、共済追加費用等の経費の一部を補助する
　ため（一般会計）

款

（２）

金　額項 理　　　　由

27,146千円病院事業収益

（１）

　（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、258,600千円と定める。

　（重要な資産の取得）

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

　　平成２８年２月２２日提出

建 物 附 属 設 備 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 一式

医 療 機 器 一式

種　　類 数　量

・国保直診施設が行う医療機器整備事業を補助するため
　（国民健康保険特別会計）

取得する資産 オーダリングシステム

名　　称

合　　　　　　計 33,626千円

6,480千円資本的収入 他会計補助金

天草市長　　中　村　五　木

-
 
2
2
4
 
-



第１条　平成２８年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。　

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。　

　　（１）給水戸数 20,657 戸

　　（２）年間総給水量 6,085,161  

　　（３）一日平均給水量 16,672  

　　（４）主要な建設改良事業

ア　管路布設事業 257,950 千円

イ　受水槽築造事業 77,000 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　事　業　収　益 1,603,181 千円

　　第１項 1,405,677 千円

　　第２項 197,494 千円

　　第３項 10 千円

　第１款　事　業　費 1,499,700 千円

　　第１項 1,344,903 千円

　　第２項 154,257 千円

　　第３項 440 千円

　　第４項 100 千円

議第７１号

（総 　　 則）

（業務の予定量）

営 業 収 益

営 業 外 収 益

平 成 ２ ８ 年 度 天 草 市 水 道 事 業 会 計 予 算

収　　　　入

支　　　　出

特 別 損 失

予 備 費

特 別 利 益

営 業 費 用

営 業 外 費 用

-
 
2
2
5
 
-



（資本的収入及び支出）

　第１款　資　本　的　収　入 34,773 千円

　　第１項 23,123 千円

　　第２項 11,650 千円

　第１款　資　本　的　支　出 765,796 千円

　　第１項 400,384 千円

　　第２項 365,412 千円

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　（１）営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　（１）職員給与費 165,321 千円

第６条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３１，０２３千円は当年度分

   消費税及び地方消費税資本的収支調整額２７，３７９千円、 過年度分損益勘定留保資金７０３，６４４千円で補てんするものとする。）。

出 資 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

収　　　　入

支　　　　出

-
 
2
2
6
 
-



 （他会計からの補助金）

第７条  一般会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。

理由

  （たな卸資産購入限度額）

第８条  たな卸資産の購入限度額は、１，０００千円と定める。

平成２８年２月２２日提出

天草市長     中　村　五　木

　無水源地域簡易水道事業等（志柿町、下浦町、楠浦町、本町）、統合前の簡易水
道事業（佐伊津町金ヶ丘地区）に伴う起債の利息を補うため並びに高料金対策や児
童手当等に要する経費。

款

事業収益

金額項

営業外収益 105,574千円

-
 
2
2
7
 
-



第１条　平成２８年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。　

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。　

　　（１）処理戸数 13,146 戸

　　（２）年間総処理水量 4,060,800  

　　（３）一日平均処理水量 11,125  

　　（４）主要な建設改良事業

ア　管渠建設改良事業 189,815 千円

イ　ポンプ場建設改良事業 340,487 千円

ウ　処理場建設改良事業 140,778 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　事　業　収　益 2,114,057 千円

　　第１項 843,474 千円

　　第２項 1,270,583 千円

　第１款　事　業　費 2,023,393 千円

　　第１項 1,852,694 千円

　　第２項 162,147 千円

　　第３項 7,552 千円

　　第４項 1,000 千円

支　　　　出

特 別 損 失

予 備 費

営 業 費 用

営 業 外 費 用

議第７２号

（総 　　 則）

（業務の予定量）

営 業 収 益

営 業 外 収 益

平 成 ２ ８ 年 度 天 草 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

収　　　　入

-
 
2
2
8
 
-



（資本的収入及び支出）

　第１款　資　本　的　収　入 681,523 千円

　　第１項 348,000 千円

　　第２項 325,149 千円

　　第３項 8,374 千円

　第１款　資　本　的　支　出 1,392,011 千円

　　第１項 675,580 千円

　　第２項 716,431 千円

（特例的収入及び支出）

（債務負担行為）

収　　　　入

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７１０，４８８千円は当年度分消費税

　　及び地方消費税資本的収支調整額２６，８７１千円、 引継金１３０，０００千円、 当年度損益勘定留保資金５５３，６１７千円で補てんするも

　　のとする。）。

企 業 債

補 助 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

支　　　　出

受益者負担金及び分担金

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補
償

第４条の２　地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞ

　　れ７９，０００千円及び１６０，０００千円である。

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補
給（平成28年度）

今釜新町ポンプ場更新事業

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項 限　度　額

896千円

167,100千円

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基
づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇
所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総
額の50％を限度に損失補償

期　　間

平成29年度～平成33年度

平成29年度

平成29年度～平成33年度

-
 
2
2
9
 
-



 （企業債）

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

 （一時借入金）

第７条  一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　（１）営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　議会の議決を経なければならない。

　　（１）職員給与費 93,332 千円

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

建設改良事業 348,000千円
証 書 借 入
又 は
証 券 発 行

5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金についてはその融資条件により、銀
行その他の場合にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることができる。-

 
2
3
0
 
-



 （他会計からの補助金）

第１０条  一般会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。

　平成２８年２月２２日提出

天草市長     中　村　五　木

46,401千円

678,892千円
　下水道事業会計の経営基盤確立のため。

理由

資本的収入

事業収益

補助金

営業外収益

款 金額項

-
 
2
3
1
 
-


